
 

小山町農業委員会の「農業委員」及び「農地利用最適化推進委員」募集 

 

小山町及び小山町農業委員会は、現農業委員の任期満了に伴い、農業委員及び農地利用最適化推

進委員を募集します。農業に関する知識と熱意を持ち、農地の利用の最適化の推進等の農業委員会

の職務を適切に行うことができる方の推薦又は応募をお待ちしております。 

 

 

                            

 

 

 

 

１ 募集人数・任期等 

（１）募集人数 

・農業委員        １１人 

農業委員は原則として過半数を認定農業者等とし、その他に農業委員会の所掌に属する事項
に関し利害関係を有しない方を含みます。 

・農地利用最適化推進委員  ９人 

   農地利用最適化推進委員は下記のとおり区域ごとに募集人数を定めて公募します。 

   ・小山地区担当 ２名 

   ・足柄地区担当 ２名 

   ・北郷地区担当 ５名（須走地区を含む） 

※農業委員および農地利用最適化推進委員の両方に推薦または応募することができますが、
両委員を兼ねることはできません。 

（２）任 期 

令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで（３年間）  

（３）身 分 

   小山町の特別職非常勤職員 

（４）報 酬 

   ・農 業 委 員  会長 月額 ２０，０００円 

             委員 月額 １５，０００円 

   ・農地利用最適化推進委員 月額 １５，０００円 

農業委員会 

農業委員 

農地の集積計画・権利移動許可等

の審議及び決定を行う 

農地利用最適化推進委員 

担当する地域において、農地の有

効利用のための活動を行う 

連携 



 

２ 主な業務 

（１）農 業 委 員 

・毎月開催の農業委員会に出席し、農地法等にもとづき議案を審議・決定する。 

・農地利用最適化推進委員と連携して農地の利用最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、

遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等）の活動を行う。 

・農家からの相談及び農家への助言・指導、農業一般に関する調査及び情報提供に関する業務 

を行う。 

（２）農地利用最適化推進委員 

・担当地域において農業委員と連携して農地の利用最適化の活動を行う。 

・毎月開催の農業委員会に出席し意見を述べる。 

・農家からの相談及び農家への助言・指導、農業一般に関する調査及び情報提供に関する業務 

を行う。 

 

３ 応募方法 

  次の書類に必要事項を記載し、小山町農業振興課(農業委員会事務局)へ提出してください。 

（１）推薦・応募用紙・・・・・農業委員用と農地利用最適化推進委員用があります 

（２）履歴書（縦 3.5 センチメートル、横 3 センチメートルの顔写真貼付） 

（３）承諾書 

 ※上記様式は小山町農業振興課(農業委員会事務局)窓口に備えてあるほか、ホームページからダウ
ンロードできます。 

 

４ 応募書類の提出先 

  小山町農業振興課（農業委員会事務局）へ直接お持ちいただくか、郵送等により提出ください。 

  郵送の場合の送付先：〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲５７－２ 

 

５ 推薦又は応募の期間 

令和８年２月２日（月）から令和８年３月６日（金）までに必着（郵送の場合は、消印有効） 

 

６ 選考方法 

  応募又は推薦の理由、年齢、地域等を考慮し、選考します。 

 

７ お問合せ  

  小山町経済産業部農業振興課（小山町農業委員会事務局） 

〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲５７－２  

電話：0550-76-6121   e-mail：nougyou@fuji-oyama.jp 


